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十
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の
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部
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措
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は「八潮市大字南後谷字粒田北」以降に続く地番を表します

起点
72
.6
°

起点

起点は、埼玉県八潮市南後谷字

粒田北233-3の敷地境界の最北端

格子の回転角度 72.6度

起点を通り、東西方向及び南北

方向に引いた線並びにこれらと

凡例

として残る区画

平行して10m間隔で引いた線に

より構成される格子を、起点を

支点に右方向に回転させた角度。

別図

94-14

形質変更時要届出区域

が解除される区画
形質変更時要届出区域


